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議案第２８号  

 

 

 

   飛騨市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める  

条例の一部を改正する条例について  

 

 

 

 飛騨市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

 

 

 

     令和６年３月８日提出  

 

 

                      飛騨市長  都 竹  淳 也  

 

 

提案理由  

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴う改正 
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飛驒市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

 

飛驒市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

（平成30年飛驒市条例第13号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

 第３条第４項を次のように改める。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第115条の46

第１項に規定する地域包括支援センター（以下「地域包括支援センター」とい

う。）、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に規定する老人介護

支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保

険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号）第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等

との連携に努めなければならない。 

 

 第４条第３項中「利用者の数が35」を「利用者の数（当該指定居宅介護支援事業

者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第115条の23第３項の規定

により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受

けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第58条第１項に

規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第14条第６号において同じ。）を

行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事

業所における指定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次

項において同じ。）が44」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康

保険中央会（昭和34年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立

された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅

サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報
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の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場

合における第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が49又はその端数を増す

ごとに１とする。 

 

 第５条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

 

 第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、

「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画

の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下

この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計

画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅

サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占め

る割合」を削り、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項各号列記以外の部分中

「第４項」を「第５項」に改め、同項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」に

改め、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「第６

項」を「第７項」に改め、同項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を

「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。第33条第１項において同じ。）に係る記録媒体をい

う。）」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に

次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所におい

て作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸

与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそ

れぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該

指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられ

た訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域

密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、
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理解を得るよう努めなければならない。 

 

 第14条第２項の次に次の２項を加える。 

２の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用

者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

２の３ 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

第14条第６項中「規定により、指定介護予防支援事業者」を「規定により、地域

包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改める。 

 

第15条第１項第８号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号中イをウとし、

アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。

ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に１回、利

用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない

月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができ

るものとする。 

   （ア） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。 

（イ） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

     a 利用者の心身の状況が安定していること。 

     b  利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができるこ

と。 

c  介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把

握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

 

 第15条第２項第５号中「、歯科医師」を削る。 
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第24条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項を削り、同条第３項中「前項に規定する事項」を「重

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第２項とし、同条に次の１項を

加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。 

 

第31条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、

第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 第14条第２項の２の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 

 第33条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）」を削る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月31日までの間は、飛驒市指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例第24条第３項（同条例第

32条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定居

宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。」とあるのは「削除」とする。 
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飛騨市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例新旧対照表 （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

目次 目次 

 第１章～第５章 略  第１章～第５章 略 

第１条・第２条 略 第１条・第２条 略 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 略 第３条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法

第115条の46第１項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法

（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に規定する老人介護支援セ

ンター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介

護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123条）第51条の17第１項第１号に規定す

る指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。   

                    

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法

第115条の46第１項に規定する地域包括支援センター（以下「地域包

括支援センター」という。）、老人福祉法（昭和38年法律第133号）

第20条の７の２に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介

護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号）第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業

者等との連携に努めなければならない。 

５・６ 略 ５・６ 略 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第４条 略 第４条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 介護支援専門員であって常勤であるものの員数の基準は、利用者

の数が35                            

３ 介護支援専門員であって常勤であるものの員数の基準は、利用者

の数（当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指
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        又はその端数を増すごとに１とする。 

定を併せて受け、又は法第115条の23第３項の規定により地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受け

て、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第58

条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第14

条第６号において同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所におけ

る指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予

防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項におい

て同じ。）が44又はその端数を増すごとに１とする。 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

              

４ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法

人国民健康保険中央会（昭和34年１月１日に社団法人国民健康保険

中央会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う

指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係

る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のため

の情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合に

おける第１項に規定する員数の基準は、利用者の数が49又はその端

数を増すごとに１とする。 

 （管理者）  （管理者） 

第５条 略 第５条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 略 ３ 略 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合

（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合

⑵ 管理者が        他の事業所の職務に従事する場合

（その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合
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に限る。） に限る。） 

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 略 第６条 略 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ             、居宅サービス計画が第

３条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるもの

であり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求め

ることができること、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪

問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の

数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において

作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回

数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サー

ビス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行

い、理解を得なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第

３条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるもの

であり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求め

ることができること                       

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                       等につき説明を行

い、理解を得なければならない。 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居

宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のう

ちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以

下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられ

た居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅

介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けら
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れた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者

又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占め

る割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院

又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏

名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければなら

ない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院

又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏

名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければなら

ない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出

があった場合には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第６項

に規定するところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得

て、当該文書に記すべき重要事項を次に掲げる方法（以下この条にお

いて「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場

合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出

があった場合には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項

に規定するところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得

て、当該文書に記すべき重要事項を次に掲げる方法（以下この条にお

いて「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場

合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法に

より一定の事項を確実に記録しておくことができる物       

                               

                        をもって調

製するファイルに第１項に規定する重要事項を記録したものを交

付する方法 

⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第

33条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調

製するファイルに第１項に規定する重要事項を記録したものを交

付する方法 

５ 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへ ６ 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへ
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の記録を出力することによる文書を作成することができるものでな

ければならない。 

の記録を出力することによる文書を作成することができるものでな

ければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定す

る重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者

又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び

内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、第５項の規定により第１項に規定す

る重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者

又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び

内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第４項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用

するもの 

⑴ 第５項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用

するもの 

⑵ 略 ⑵ 略 

７ 前項の承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又

はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を

受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に

対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってして

はならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の承諾

をした場合は、この限りでない。 

８ 前項の承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又

はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を

受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に

対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってして

はならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の承諾

をした場合は、この限りでない。 

第７条～第13条 略 第７条～第13条 略 

 （指定居宅介護支援の取扱方針） （指定居宅介護支援の取扱方針） 

第14条 略 第14条 略 

２ 略 ２ 略 

                                 

                                

                                

                   

２の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）を行ってはならない。 
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２の３ 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

３～５ 略 ３～５ 略 

６ 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第３項の規定により、

指定介護予防支援事業者                 から

指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量

等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援

の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第３項の規定により、 

地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から

指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量

等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援

の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 

７～10 略 ７～10 略 

 （居宅サービス計画の作成等）  （居宅サービス計画の作成等） 

第15条 略 第15条 略 

⑴～⑺ 略 ⑴～⑺ 略 

⑻ 略 ⑻ 略 

 ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接

すること。 

 ア 少なくとも１月に１回          、利用者に面接

すること。 

                                

                                

                                

                                

                                    

 イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによっ

て行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少

なくとも２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する

ときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装

置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 

                                  （ア） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、
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                         文書により利用者の同意を得ていること。 

                               

                              

     

（イ） サービス担当者会議等において、次に掲げる事項につい

て主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ているこ

と。 

                              a  利用者の心身の状況が安定していること。 

                                  

             

    b  利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うこ

とができること。 

                                

                              

         

c  介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタ

リングでは把握できない情報について、担当者から提供を

受けること。 

 イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。  ウ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

⑼～⑿ 略 ⑼～⑿ 略 

２ 略 ２ 略 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

⑸ 指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能そ

の他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認め

るものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に

提供するものとする。 

⑸ 指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能そ

の他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認め

るものを、利用者の同意を得て主治の医師    又は薬剤師に

提供するものとする。 

⑹～⑼ 略 ⑹～⑼ 略 

３ 略 ３ 略 

第16条～第23条の２ 略 第16条～第23条の２ 略 
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 （掲示等）  （掲示等） 

第24条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見や

すい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項     

                    を掲示しなければならな

い。 

第24条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見や

すい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下

この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければならな

い。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の重要事項について、指定居宅介

護支援事業所のホームページに掲載する等周知に努めなければなら

ない。 

                                 

                                 

     

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代え

ることができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、重要事項     を記載した書面

を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代え

ることができる。 

                                

               

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。 

第25条～第30条 略 第25条～第30条 略 

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第31条 略 第31条 略 

２ 略 ２ 略 

⑴・⑵ 略 ⑴・⑵ 略 
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⑶ 第14条第２項の２の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑶ 第18条の規定による市町村への通知に係る記録 ⑷ 第18条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 第28条第２項の規定による苦情の内容等の記録 ⑸ 第28条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑸ 第29条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

⑹ 第29条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

第32条 略 第32条 略 

 （電磁的記録等）  （電磁的記録等） 

第33条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当た

る者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規

定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの（第９条（第32条にお

いて準用する場合を含む。）及び第15条（第32条において準用する場

合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

第33条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当た

る者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規

定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの（第９条（第32条にお

いて準用する場合を含む。）及び第15条（第32条において準用する場

合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録                                      

                                

                                

により行うことができる。 

２ 略 ２ 略 

以下 略 以下 略 
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条例関係議案要旨 

議 案 名 飛騨市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

担 当 部 市民福祉部 

提案理由 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴

う改正 

制定改廃 

の根拠等 

 高齢者人口の増加及び生産年齢人口の減少が顕著となり、介護を含む

各分野における人材不足が見込まれる等により、サービス提供体制の確

保や生産性の向上等が課題となっていることから、「地域包括ケアシス

テムの深化・推進」、「自立支援・重度化防止に向けた対応」、「良質な介

護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」及び「制度

の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点とし、指定居宅サービス

等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和６

年厚生労働省令第16号）が公布され、指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）が改正されたことに

伴い、所要の改正を行うもの。 

条 例 の 

概 要 

【改正の内容】 

１ 公正中立性の確保のための取組の見直し 

次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介

護支援事業者の努力義務とする。 

⑴ 前６月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所

介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割

合 

⑵ 前６月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所

介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの同一事

業者によって提供されたものの割合       （第６条関係） 

 

２ 指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング 

次に掲げる要件を満たすことで、利用者の居宅訪問を少なくとも２

月に１回とし、利用者の居宅を訪問しない月において面接するとき

は、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とす 
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  る。 

⑴ 利用者の同意を得ること。 

⑵ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ア 利用者の心身の状況が安定していること。 

  イ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通ができること。 

ウ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリング

では把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

 （第15条関係） 

３ ケアマネジャー１人当たりの取扱件数 

  指定居宅介護支援事業所ごとに１以上の員数の常勤のケアマネジ

ャーを置くことが必要となる人員基準について、次のとおり見直す。 

 ⑴ 原則、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加え

た数が44以下であれば必要なケアマネジャーの員数は１とし、44

の倍数（44に満たない端数の場合も含む。）ごとに１ずつ増すこと

とする。 

 ⑵ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間に

おいて、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するため

の公益社団法人国民健康保険中央会とのシステムを活用し、かつ、

事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者

の数に３分の１を乗じた数を加えた数が49以下であれば必要なケ

アマネジャーの員数は１とし、49の倍数（49に満たない端数の場合

も含む。）ごとに１ずつ増すこととする。    （第４条関係） 

 

４ 「書面掲示」規制の見直し 

  事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等

の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよ

う、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを

義務付ける。その際、１年の経過措置を設けることとする。 

（第24条関係） 

５ 管理者の兼務 



 

１資 料１ 

17 

  管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他

の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。 

（第５条関係） 

６ 身体的拘束等の適正化の推進 

 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととす

る。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付ける。 

（第14条及び第31条関係） 

７ その他所要の規定の整備を行う。 

市民への 

影 響 等 

【市民への影響】 

 居宅介護支援事業所について、人員配置や利用者の居宅への訪問頻度

が緩和されることにより、円滑な運営等が可能となる。 

【影響の規模】 

 居宅介護支援 市内７事業所 

施 行 日  令和６年４月１日 

備 考  

 


